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本
会
副
会
長
の
伊
藤
充
朗
・
水

戸
市
議
会
議
長
は
じ
め
地
方
六
団

体
の
代
表
は
１
月
３０
日
、
衆
議
院

第
一
議
員
会
館
で
民
主
党
に
対
し

申
し
入
れ
を
行
っ
た
。
申
し
入
れ

の
内
容
は
、
道
路
特
定
財
源
関
連

法
案
の
早
期
成
立
。
こ
の
場
に
民

主
党
か
ら
は
、
藤
井
裕
久
・
最
高

顧
問
、
長
浜
博
行
・
ネ
ク
ス
ト
国

土
交
通
大
臣
が
出
席
し
た
�
２
・

３
面
に
道
路
特
定
財
源
に
関
す
る

特
集
記
事
を
掲
載
。

昨
年
７
月
２９
日
に
行
わ
れ
た
参

議
院
選
挙
の
結
果
、
自
民
・
公
明

両
党
が
大
幅
に
議
席
を
減
ら
し
、

民
主
党
を
は
じ
め
と
す
る
野
党
勢

力
が
、
参
議
院
の
主
導
権
を

握
っ
て
い
る
。
１
月
１８
日
に

開
幕
し
た
通
常
国
会
へ
順

次
、
提
出
さ
れ
て
い
る
内
閣

提
出
法
案
が
成
立
す
る
た
め

に
は
、
与
野
党
合
意
が
欠
か

せ
な
い
状
況
に
あ
る
。

こ
の
中
、
参
議
院
第
一
党

と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
持

つ
民
主
党
は
、
道
路
特
定
財

源
の
一
般
財
源
化
を
訴
え
て

い
る
ほ
か
、
暫
定
税
率
の

「
撤
廃
」
を
主
張
。
暫
定
税

率
の
「
維
持
」
を
主
張
す
る

与
党
サ
イ
ド
と
の
間
で
、
対

立
が
深
ま
っ
て
い
る
。

暫
定
税
率
の
適
用
期
限
は

平
成
１９
年
度
末
ま
で
。
暫
定

税
率
の
維
持
な
ど
を
柱
と
す

る
道
路
特
定
財
源
関
連
法
案

が
成
立
せ
ず
、
こ
の
ま
ま
３
月
３１

日
を
迎
え
た
場
合
、
暫
定
税
率
は

廃
止
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
地
方

財
政
は
最
大
で
１
・
６
兆
円
規
模

の
減
収
と
な
り
、
老
朽
化
し
た
橋

梁
や
ト
ン
ネ
ル
の
補
修
な
ど
、
最

低
限
の
維
持
管
理
す
ら
困
難
に
陥

る
と
危
惧
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
六
団
体
代
表
は
、
藤
井

最
高
顧
問
ら
と
の
面
談
の
場
で
暫

定
税
率
の
必
要
性
を
訴
え
、
法
案

の
早
期
成
立
に
理
解
を
求
め
た
。

ま
た
「
（
暫
定
税
率
撤
廃
で
）
地

方
へ
迷
惑
は
か
け
な
い
」
と
し
て

い
る
民
主
党
の
主
張
に
対
し
、
本

会
の
伊
藤
副
会
長
は
「
撤
廃
後
の

地
方
財
源
に
対
す
る
担
保
を
示
し

て
欲
し
い
」
と
述
べ
、
民
主
党
に

対
し
具
体
的
な
代
替
措
置
を
示
す

よ
う
求
め
た
。

総
務
省
は
１
月
２２
日
、
同
省
内

で
全
国
都
道
府
県
財
政
課
長
・
市

町
村
担
当
課
長
会
議
を
開
催
し
、

「
財
政
課
長
内
か
ん
」
を
提
示
し

た
。
平
成
２０
年
度
地
方
財
政
計
画

策
定
に
先
立
ち
、
地
方
財
政
の
見

通
し
や
、
予
算
編
成
上
留
意
す
べ

き
点
を
事
前
に
示
す
こ
と
で
、
自

治
体
の
明
年
度
予
算
編
成
作
業
を

円
滑
化
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
。

地
方
税
や
地
方
交
付
税
の
原
資

と
な
る
国
税
収
入
が
伸
び
悩
む

中
、
▽
社
会
保
障
関
係
経
費
の
自

然
増
▽
既
発
債
返
済
に
充
て
る
公

債
費
水
準
が
高
い
―
―
こ
と
な
ど

か
ら
、
依
然
と
し
て
大
幅
な
財
源

不
足
が
２０
年
度
の
地
方
財
政
に
生

じ
る
と
見
込
ま
れ
る
。

そ
こ
で
「
内
か
ん
」
で
は
、
給

与
関
係
経
費
や
地
方
単
独
経
費
の

抑
制
を
図
り
歳
出
削
減
に
努
め
る

一
方
、
交
付
税
や
一
般
財
源
の
総

額
を
確
保
し
地
方
歳
入
の
安
定
化

を
図
る
た
め
、
各
種
の
対
策
が
示

さ
れ
た
。

ま
ず
、
地
方
交
付
税
の
特
別
枠

「
地
方
再
生
対
策
費
」
を
創
設
す

る
こ
と
と
し
４
０
０
０
億
円
を
計

上
し
た
。
う
ち
都
道
府
県
分
を
１

５
０
０
億
円
、
市
町
村
分
を
２
５

０
０
億
円
と
し
、市
町
村
を
優
遇
。

中
で
も
特
に
財
政
状
況
の
厳
し
い

地
域
に
手
厚
く
配
分
さ
れ
る
。

ま
た
、
実
質
的
な
交
付
税
総
額

を
前
年
度
比
４
０
６
６
億
円
増
と

な
る
１８
兆
２
３
９
３
億
円
と
し
、

１５
年
度
以
来
５
年
ぶ
り
の
増
額
確

保
を
図
る
。
内
訳
は
、
交
付
税
が

１５
兆
４
０
６
１
億
円
、
交
付
税
の

不
足
を
補
う
臨
時
財
政
対
策
債
が

２
兆
８
３
３
２
億
円
。

こ
の
ほ
か
財
政
健
全
化
推
進
に

つ
い
て
は
「
地
方
公
共
団
体
の
財

政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
」
に

基
づ
き
、
１９
年
度
決
算
か
ら
財
政

指
標
の
公
表
、
２０
年
度
決
算
か
ら

財
政
健
全
化
計
画
の
策
定
等
が
義

務
付
け
ら
れ
た
。
同
法
の
円
滑
な

施
行
に
向
け
、
財
政
指
標
の
算
定

な
ど
、
必
要
な
準
備
を
進
め
る
よ

う
自
治
体
へ
求
め
て
い
る
。

な
お
、
政
府
は
１
月
２５
日
、
２０

年
度
地
財
計
画
を
国
会
に
提
出
し

た
。
（
内
か
ん
は
２
月
中
に
各
議

会
事
務
局
へ
送
付
の
予
定
）

第1678号２月５日平成20年
（2008年）

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

２月５日現在の市数
８０６市

うち
指定都市 １７市
中核市 ３５市
特例市 ４４市
一般市 ６８７市
特別区 ２３区

道路特定財源

関関
連連
法法
案案
のの
早早
期期
成成
立立
をを

六
団
体
が
民
主
党
に
申
し
入
れ

総務省

財
政
課
長
内
か
ん
提
示

自
治
体
の
予
算
編
成
で

藤
井
最
高
顧
問（
左
）ら
に
申
し
入
れ
。

右
は
伊
藤
本
会
副
会
長
（
水
戸
市
）

（１） 平成２０年２月５日 第１６７８号



道
路
特
定
財
源
の
暫
定
税
率
は

「
維
持
」
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
「
撤
廃
」
さ
れ
る
の
か
。

１
月
１８
日
に
幕
が
開
け
た
通
常

国
会
は
「
ガ
ソ
リ
ン
国
会
」
と
銘

打
た
れ
、
暫
定
税
率
維
持
を
訴
え

る
政
府
・
与
党
、
撤
廃
を
主
張
す

る
民
主
党
ほ
か
野
党
勢
力
の
思
惑

が
激
し
く
交
錯
。
野
党
が
参
議
院

の
主
導
権
を
握
る
「
ね
じ
れ
国

会
」
の
下
、
国
会
審
議
の
攻
防
は

混
迷
の
度
合
い
を
深
め
る
こ
と
が

必
至
の
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

暫
定
税
率
が
撤
廃
と
な
っ
た
場

合
、
地
方
財
政
が
被
る
影
響
は
、

ど
の
く
ら
い
に
な
る
の
か
。
そ
も

そ
も
道
路
特
定
財
源
と
は
一
体
、

ど
の
よ
う
な
制
度
な
の
か
。

◇
道
路
特
定
財
源
と
は

税
収
の
使
途
を
道
路
整
備
に
限

定
す
る
税
財
源
が
「
道
路
特
定
財

源
」
。
課
税
対
象
は
、
道
路
整
備

の
進
捗
に
よ
り
受
益
者
と
な
る
自

動
車
利
用
者
で
あ
る
。
燃
料
の
消

費
や
自
動
車
の
保
有
に
着
目
し
、

自
動
車
利
用
者
に
適
正
な
税
負
担

を
求
め
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

昭
和
２９
年
度
に
「
第
１
次
道
路

整
備
五
箇
年
計
画
」が
開
始
さ
れ
、

そ
の
財
源
と
す
る
た
め
揮
発
油
税

（
２４
年
創
設
）
が
２９
年
に
特
定
財

源
化
さ
れ
て
以
来
、
諸
税
が
特
定

財
源
と
し
て
創
設
さ
れ
て
き
た
�

表
１
。
ま
た
「
第
７
次
五
箇
年
計

画
（
４８
年
開
始
）
」
の
財
源
不
足

を
補
う
た
め
、
相
当
す
る
暫
定
税

率
を
課
す
よ
う
に
な
り
、
立
ち
遅

れ
て
い
た
地
方
の
道
路
整
備
が
大

幅
に
促
進
さ
れ
て
き
た
。

現
在
の
暫
定
税
率
は
２０
年
３
月

末
日
で
適
用
期
間
の
期
限
切
れ
を

迎
え
る
。
暫
定
税
率
の
適
用
に
よ

り
１９
年
度
の
地
方
税
収
額
は
２
兆

２
０
２
６
億
円
に
上
り
、
国
と
地

方
の
税
収
を
合
わ
せ
た
場
合
、
そ

の
税
収
額
は
５
兆
６
１
０
２
億
円

に
も
及
ぶ
。
国
の
税
収
分
３
兆
４

０
７
６
億
円
の
う
ち
約
７
０
０
０

億
円
は
「
地
方
道
路
整
備
臨
時
交

付
金
」
と
し
て
地
方
へ
配
分
さ
れ

る
た
め
、
道
路
特
定
財
源
が
地
方

の
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す
る
う
え

で
、
果
た
す
役
割
が
い
か
に
大
き

い
か
理
解
で
き
る
。
し
か
し
現

在
、
特
に
民
主
党
が
制
度
の
維
持

に
異
を
唱
え
て
い
る
。

◇
減
収
額
は
９
千
億
円

民
主
党
が
昨
年
１２
月
に
ま
と
め

た
「
税
制
改
正
大
綱
」
の
中
で
「
自

動
車
関
係
諸
税
の
内
、
特
定
財
源

に
係
わ
る
も
の
に
つ
い
て
、
地
方

分
を
含
め
て
全
て
一
般
財
源
化
す

る
」
「
暫
定
税
率
も
、
地
方
分
を

含
め
て
全
て
廃
止
す
る
」と
主

張
。「
地
方
に
お
け
る
道
路
整
備

事
業
の
水
準
は
、
従
来
水
準
を
維

持
で
き
る
よ
う
、
確
保
す
る
」
と

謳
っ
て
い
る
も
の
の
、
具
体
的
な

代
替
措
置
は
見
え
な
い
。
総
務
省

の
試
算
に
よ
る
と
暫
定
税
率
が
撤

廃
さ
れ
れ
ば
、
自
治
体
の
減
収
額

は
全
国
合
計
で
９
０
６
４
億
円
に

も
達
す
る
見
込
み
だ
�
表
２
。

暫暫定定税税率率撤撤廃廃なならら
どどううななるる地地方方財財政政

表２ 暫定税率撤廃による減収額試算表
（単位：億円）

１０８

１２７

３９３

３２４

７０

６４

５２

６９

１７７

２０９

１３３

６８

８６

１０６

６０

３２６

８２

８９

１４７

９９

１０６

１４３

６９

９，０６４
※減収額は都道府県内市町村との合計額

滋賀

京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡山

広島

山口

徳島

香川

愛媛

高知

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

全国合計

５７８

１３５

１５３

２０６

１１３

１０７

２２２

２９４

２０４

１８７

４１５

３７５

５０５

３９０

２４６

１１０

１０９

７６

６８

２０９

１８７

３１８

５６３

１９０

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉

東京

神奈川

新潟

富山

石川

福井

山梨

長野

岐阜

静岡

愛知

三重

特集・道路特定財源

表１ 道路特定財源一覧
平成１９年度
税収（億円）

２８，３９５
（２８，４４９）

１３２
（１４０）

５，５４９

３４，０７６
（３４，１３８）

３，０７２

１４０

３，５９９

１０，３６０

４，８５５

２２，０２６

５６，１０２
（５６，１６４）

注）１．税収は平成１９年度当初予算案及び１９年度地方財政計画案に
よる。なお、（）書きは、決算調整額（税収の１７年度決算額
と予算額との差：揮発油税及び石油ガス税について、２年
後の道路整備費で調整することとされている）を除いた額

２．自動車重量税の税収は、収入額の国分（２／３）の約８割（７７．５
％）相当額

３．暫定税率の適用期限は２０年３月末（自動車重量税は２０年４
月末）

４．四捨五入の関係で、各係数の和が合計と一致しないところ
がある

５．自治体の一般財源である自動車税の１９年度税収は１７，４７７億
円、軽自動車税の１９年度税収は１，６３６億円（いずれも１９年度
地方財政計画案による）

税 率

（暫定税率）
４８．６円／�
（本則税率）
２４．３円／�

（本則税率）
１７．５円／�

［例］自家用
乗用
（暫定税率）
６，３００円／
０．５�年
（本則税率）
２，５００円／
０．５�年

（暫定税率）
５．２円／�
（本則税率）
４．４円／�

石油ガス税
を参照

自動車重量
税を参照

（暫定税率）
３２．１円／�
（本則税率）
１５．０円／�
（暫定税率）
自家用は
取得価額
の５％

（本則税率）
取得価額
の３％

道路整備充当分

全額

収入額の１／２
（１／２は石油ガス
譲与税として地
方に譲与される）

収入額の国分
（２／３）の約８割
（収入額の２／３は
国の一般財源で
あるが、税創設及
び運用の経緯か
ら約８割（７７．５％）
相当額は道路財源
とされている）

地方道路税の収入
額の全額
（揮発油税と併課
される）
５８／１００：都道府
県及び指定市
４２／１００：市町村
石油ガス税の収
入額の１／２
：都道府県
及び指定市

自動車重量税の
収入額の１／３
：市町村

全額
：都道府県
及び指定市

全額
３／１０：都道府県
及び指定市
７／１０：市町村

税 目

揮発油税
昭和２４年
創設
昭和２９年
より特定
財源

石油ガス税
昭和４１年
創設

自動車重量
税
昭和４６年
創設

計

地方道路
譲与税
昭和３０年
創設

石油ガス
譲与税
昭和４１年
創設

自動車重量
譲与税
昭和４６年
創設

軽油引取税
昭和３１年
創設

自動車
取得税
昭和４３年
創設

計

合 計

国

地

方

（総務省による試算）

第１６７８号 平成２０年２月５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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暫
定
税
率
を
維
持
す
る
法
案
が

今
年
度
内
に
成
立
し
な
け
れ
ば
、

４
月
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
や
軽
油
の
価

格
は
下
が
る
こ
と
と
な
る
。
原
油

価
格
が
高
騰
し
、
生
活
必
需
品
な

ど
の
物
価
が
上
昇
す
る
中
、
ガ
ソ

リ
ン
や
軽
油
の
価
格
が
下
が
れ
ば

家
計
が
助
か
り
、
国
民
生
活
に
メ

リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
と
捉
え
る
考

え
も
見
ら
れ
る
。

し
か
し
原
油
価
格
の
高
騰
は
、

世
界
市
場
規
模
で
の
経
済
活
動
に

端
を
発
す
る
問
題
で
あ
る
。
経
済

活
動
の
問
題
と
税
制
の
本
旨
と
を

同
列
に
扱
い
議
論
す
る
こ
と
は
、

む
し
ろ
畑
違
い
で
あ
る
こ
と
に
留

意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

も
し
暫
定
税
率
が
撤
廃
さ
れ
た

場
合
、
自
治
体
全
体
の
税
収
減
は

９
０
０
０
億
円
を
超
え
、
深
刻
な

税
収
不
足
に
陥
る
こ
と
は
必
至
で

あ
る
。
合
わ
せ
て
特
定
財
源
を
原

資
と
す
る
「
地
方
道
路
整
備
臨
時

交
付
金
」
も
廃
止
さ
れ
る
事
態
と

な
れ
ば
１
兆
６
０
０
０
億
円
規
模

の
減
収
が
生
じ
る
。

暫
定
税
率
撤
廃
に
伴
う
特
定
財

源
の
規
模
縮
小
は
、
高
速
道
路
や

幹
線
道
路
の
建
設
が
滞
る
だ
け
で

な
く
、
▽
都

市
部
の
渋
滞

解
消
▽
生
活

道
路
の
安
全

対
策
▽
道
路

の
除
雪
▽
橋

梁
の
耐
震
補

強
―
―
の
推

進
に
深
刻
な

影
響
を
及
ぼ

す
。
道
路
は

荒
廃
、
歩
道

や
ガ
ー
ド
レ

ー
ル
の
な
い

通
学
路
は
放

置
さ
れ
た
ま

ま
に
な
り
、

最
悪
の
場
合
は
老

朽
化
し
た
橋
梁
の

落
橋
事
故
が
発
生

す
る
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
。

こ
の
ほ
か
特
定

財
源
は
道
路
整
備

費
を
賄
う
た
め
、

既
に
起
債
し
た
債

務
の
返
済
に
も
充

て
ら
れ
て
い
る
。

暫
定
税
率
の
撤
廃

に
伴
い
、
返
済
の

資
金
繰
り
が
苦
し

く
な
れ
ば
、
自
治

体
が
発
行
す
る
公
債
へ
の
信
用
は

著
し
く
低
下
し
、
今
後
の
地
方
債

発
行
に
も
余
波
が
及
ぶ
こ
と
は
必

至
で
あ
る
。

そ
こ
で
昨
年
１１
月
３０
日
か
ら
、

本
会
の
各
委
員
会
や
協
議
会
は
要

望
を
取
り
ま
と
め
、
政
府
・
与
党

だ
け
で
な
く
、
暫
定
税
率
撤
廃
を

主
張
す
る
民
主
党
議
員
に
対
し
て

も
要
望
運
動
を
展
開
し
て
き
た
�

本
紙
１
６
７
３
号
掲
載
。

１２
月
４
日
に
全
国
高
速
自
動
車

道
市
議
会
協
議
会
（
会
長
�
秋
山

正
・
倉
敷
市
議
会
議
長
）
が
実
施

し
た
緊
急
要
望
で
は
、
民
主
党
所

属
の
大
江
康
弘
・
道
路
特
定
財
源

に
関
す
る
小
委
員
会
座
長
、
後
藤

斎
・
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
会
理

事
に
面
談
。
暫
定
税
率
の
適
用
期

間
延
長
に
対
す
る
理
解
を
求
め
、

強
く
働
き
掛
け
て
い
る
。

ま
た
、
地
方
六
団
体
と
し
て
の

活
動
も
本
格
化
さ
せ
て
い
る
。
本

会
会
長
の
藤
田
�
之
・
広
島
市
議

会
議
長
を
は
じ
め
と
す
る
六
団
体

代
表
は
▽
地
方
財
政
に
関
す
る
総

務
大
臣
・
地
方
六
団
体
会
合
（
１２

月
１８
日
・
総
務
省
）
▽
自
民
党
総

務
部
会
・
地
方
行
政
調
査
会
・
地

方
税
財
政
改
革
Ｐ
Ｔ
合
同
会
議

（
１２
月
１８
日
・
党
本
部
）
▽
国
・

地
方
の
定
期
意
見
交
換
会
（
１
月

２１
日
・
首
相
官
邸
）
―
―
な
ど
に

出
席
。
地
方
財
源
に
占
め
る
特
定

財
源
の
重
要
性
を
訴
え
て
き
た
。

特
に
１
月
２１
日
に
開
か
れ
た

「
国
・
地
方
の
定
期
意
見
交
換

会
」
で
は
、
町
村
信
孝
・
官
房
長

官
や
増
田
寛
也
・
総
務
相
、
冬
柴

鐵
三
・
国
交
相
ら
政
府
代
表
と
積

極
的
に
意
見
を
交
え
、
「
現
行
の

税
率
水
準
を
維
持
す
る
」
「
法
案

を
年
度
内
に
成
立
さ
せ
る
た
め
、

国
と
地
方
が
協
力
し
て
い
く
」
と

の
方
針
を
、
政
府
と
六
団
体
の
間

で
確
認
し
合
う
成
果
を
得
て
い
る

�
本
紙
１
６
７
７
号
掲
載
。

こ
の
ほ
か
民
主
党
に
対
し
て
も

１
月
３０
日
、
本
会
の
伊
藤
副
会
長

を
は
じ
め
と
す
る
六
団
体
代
表
が

特
定
財
源
の
確
保
を
求
め
、
藤
井

最
高
顧
問
、
長
浜
ネ
ク
ス
ト
国
交

相
に
申
し
入
れ
を
行
っ
て
い
る
�

１
面
に
詳
細
。

本
会
は
じ
め
六
団
体
が
運
動
を

進
め
る
中
、
焦
点
と
な
っ
て
い
る

「
道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
」
が
１
月
２３
日
、
国
会

に
提
出
さ
れ
た
。
本
会
と
し
て
は

同
法
案
の
年
度
内
成
立
に
向
け
今

ま
で
以
上
に
、
全
国
知
事
会
ほ
か

六
団
体
を
構
成
す
る
他
団
体
と
連

携
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を

駆
使
し
て
運
動
し
て
い
く
構
え
で

あ
る
。

２
月
７
日
に
開
催
さ
れ
る
本
会

評
議
員
会
で
、
「
道
路
特
定
財
源

の
確
保
に
関
す
る
緊
急
決
議
」
を

諮
る
こ
と
と
し
て
い
る
ほ
か
、
評

議
員
会
終
了
後
、
採
択
さ
れ
た
決

議
内
容
の
実
現
を
図
る
た
め
、
全

国
８
０
６
市
区
を
基
盤
と
し
て
選

出
さ
れ
て
い
る
国
会
議
員
に
対
し

要
望
運
動
を
展
開
す
る
予
定
と
し

て
い
る
。

こ
の
ほ
か
六
団
体
と
し
て
は
、

１
月
２１
日
に
「
道
路
特
定
財
源
確

保
緊
急
対
策
本
部
」
を
設
置
し
、

今
後
の
動
向
を
睨
み
な
が
ら
▽
地

方
自
治
法
２
６
３
条
の
３
第
２
項

に
基
づ
く
首
相
や
衆
参
両
院
へ
の

意
見
書
提
出
▽
新
聞
広
告
等
に
よ

る
国
民
へ
の
ア
ピ
ー
ル
―
―
な
ど

各
種
対
策
の
カ
ー
ド
を
手
の
内
に

準
備
し
つ
つ
、
時
機
を
見
て
効
果

的
に
切
る
予
定
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
『
道
路
特
定
財
源
確

保
』
緊
急
総
決
起
大
会
（
仮
称
）
」

を
２
月
８
日
、
東
京
・
憲
政
記
念

館
講
堂
で
開
催
す
る
ほ
か
、
大
会

終
了
後
に
は
六
団
体
代
表
が
街

頭
で
宣
伝
活
動
を
実
施
し
、
広

く
国
民
へ
暫
定
税
率
維
持
の
必
要

性
に
つ
い
て
理
解
を
求
め
て
い
く

予
定
と
し
て
い
る
。

◇
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

与
野
党
に
要
望

地地方方のの道道路路財財源源確確保保をを

◇
今
後
の
取
り
組
み

国
民
の
理
解
を

自民党の谷垣禎一・政調会長（右）と面談
（国対・地財委の実行運動班＝１２月４日）

民
主
党
の
大
江
康
弘
・
座
長
（
右
）
に
要
望

（
高
速
協＝

１２
月
４
日
）

（３） 平成２０年２月５日 第１６７８号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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全
国
市
議
会
議
長
会
基
地
協
議

会
（
会
長
�
原
島
貞
夫
・
福
生
市

議
会
議
長
）
は
１
月
２２
日
、
全
国

町
村
会
館
で
正
副
会
長
・
監
事
・

相
談
役
会
を
開
催
し
た
。

会
議
で
は
、
総
務
省
自
治
税
務

局
の
伊
藤
誠
・
固
定
資
産
税
課
理

事
官
、
防
衛
省
地
方
協
力
局
の
早

坂
茂
紀
・
地
方
協
力
企
画
課
企
画

官
か
ら
、
平
成
２０
年
度
の
基
地
関

係
予
算
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
報

告
が
あ
っ
た
。

２０
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
政

府
の
歳
出
削
減
方
針
等
か
ら
所
要

額
確
保
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
た
め
同
協
議
会
は
年
末
の

予
算
編
成
時
に
関
係
方
面
に
対
し

要
望
運
動
を
展
開
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
基
地
・
調
整
両
交

付
金
は
３
２
５
・
４
億
円
と
前
年

度
と
同
額
を
確
保
。
ま
た
、
基
地

周
辺
対
策
関
係
費
は
、
前
年
度
よ

り
１２
億
円
増
の
１
２
３
７
億
円
が

確
保
さ
れ
た
。

こ
の
ほ
か
会
議
で
は
協
議
会
の

２０
年
度
運
動
方
針
案
や
予
算
案
等

を
審
議
、
了
承
し
た
。
２
月
６
日

の
総
会
で
正
式
決
定
す
る
。

内
閣
官
房
は
１
月
１８
日
、
第
１

６
９
回
通
常
国
会
に
お
け
る
「
内

閣
提
出
予
定
法
律
案
等
件
名
・
要

旨
調
」
を
ま
と
め
た
。
法
律
案
の

総
件
数
は
７８
件
。
う
ち
、
自
治
体

に
関
係
す
る
主
な
も
の
を
次
の
と

お
り
掲
載（
※
印
は
予
算
関
連
）。

【
内
閣
官
房
】

○
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
※

○
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

【
内
閣
府
】

○
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

【
総
務
省
】

○
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

○
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
※

○
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る

暫
定
措
置
法
案
（
仮
称
）
※

○
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
※

○
行
政
不
服
審
査
法
案
（
仮
称
）

○
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴

う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
案
（
仮
称
）

○
行
政
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

【
文
部
科
学
省
】

○
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級

編
成
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
※

○
社
会
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

【
厚
生
労
働
省
】

○
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

【
農
林
水
産
省
】

○
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進

に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
（
仮

称
）
※

【
国
土
交
通
省
】

○
道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
※

○
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の

維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
案

（
仮
称
）
※

○
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び

再
生
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
※

全
国
市
議
会
議
長
会
は
１
月
２４

・
２５
日
の
両
日
、
東
京
・
砂
防
会

館
で
「
第
５５
回
全
国
市
議
会
事
務

局
職
員
研
修
会
」
を
開
催
し
た
。

全
国
か
ら
市
議
会
事
務
局
の
職
員

約
５
０
０
人
が
参
加
す
る
な
か
、

地
方
行
政
や
議
会
運
営
な
ど
に
つ

い
て
、
４
人
の
講
師
が
そ
れ
ぞ
れ

講
演
し
た
。

１
日
目
は
、
は
じ
め
に
、
総
務

省
自
治
行
政
局
行
政
課
長
の
幸
田

雅
治
氏
が
「
地
方
行
政
を
め
ぐ
る

最
近
の
動
向
」
に
つ
い
て
講
演
。

新
地
方
分
権
一
括
法
の
制
定
に
向

け
た
今
後
の
取
り
組
み
や
、
第
２９

次
地
方
制
度
調
査
会
で
「
議
会
の

あ
り
方
」
が
審
議
項
目
に
あ
げ
ら

れ
た
こ
と
な
ど
報
告
し
た
。
こ
の

ほ
か
、
地
方
税
財
政
の
状
況
や
道

州
制
の
動
き
な
ど
を
説
明
し
た
。

続
い
て
、
旭
川
市
議
会
事
務
局

長
の
森
下
元
氏
が
「
議
会
事
務
局

職
員
と
し
て
」
と
題
し
講
演
。
自

身
の
議
会
で
の
経
験
を
踏
ま
え
、

「
市
民
に
わ
か
り
や
す
い
議
会
と

議
員
か
ら
信
頼
さ
れ
る
議
会
事
務

局
づ
く
り
」
に
向
け
た
取
り
組
み

や
、
議
会
図
書
館
の
活
用
法
な
ど

を
紹
介
し
た
。
ま
た
、
事
務
局
職

員
と
し
て
の
志
を
抱
く
こ
と
の
大

切
さ
を
力
説
し
た
。

２
日
目
は
、
ま
ず
、
弁
護
士
の

橋
本
勇
氏
が
「
議
会
を
巡
る
訴
訟

問
題
」
に
つ
い
て
講
演
。
近
年
増

加
し
て
い
る
議
会
に
関
す
る
住
民

監
査
請
求
や
住
民
訴
訟
に
つ
い

て
、
１
０
０
条
委
員
会
や
政
務
調

査
費
に
関
す
る
訴
訟
の
判
例
を
示

し
解
説
し
た
。

次
に
、
衆
議
院
事
務
局
委
員
部

調
査
課
の
大
町
寛
氏
が
「
委
員
会

（
衆
議
院
）
の
運
営
等
」
と
題
し

講
演
。
▽
衆
議
院
の
委
員
会
制
度

▽
常
任
委
員
会
・
特
別
委
員
会
の

委
員
の
選
任
の
仕
方
な
ど
委
員
会

の
組
織
▽
委
員
会
に
お
け
る
案
件

の
審
査
（
法
律
案
の
審
査
）
方
法

―
―
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

（
研
修
会
の
講
演
録
は
後
日
全
市

に
送
付
予
定
）

１１６６９９ 回回
通通常常国国会会

内内
閣閣
提提
出出
予予
定定
法法
律律
案案

――
内内
閣閣
官官
房房（（
２２００
年年
１１
月月
１１８８
日日
現現
在在
））

議会事務局職員研修会開く
本会主催―１月２４・２５日

基地協

２０
年
度
予
算
を
確
保

役
員
会
で
報
告

研修会のもよう。講師は森下
・旭川市議会事務局長＝２４日

あ
い
さ
つ
す
る
原
島
会
長

（（抜抜粋粋））
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